
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

山
梨
県
条
例
第
四
号

山
梨
県
の
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
等
の
整
備
に
関
す
る
条
例

（
山
梨
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第
十
七
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
限
る
」
の
下
に
「
。
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
第
四
項
を
削
る
。

●
●
第
十
六
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
利
用

料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十
四
条
第
四

項
の
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て

次
の
一
項
を
加
え
る
。

●
●
●
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
承
認
（
山
梨
県
芸
術
の
森
公
園
の
利
用
に
係
る
も
の
を
除

く
。）
を
受
け
た
者
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
有
料
公
園
施
設
の
利
用
に
係

る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
中
第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

●
（
知
事
に
よ
る
管
理
）

●
第
十
七
条
の
二
●
第
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の

が
な
い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
四

十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定

め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、

又
は
当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
十
一
条
に
規
定
す
る
都
市
公
園
の

管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
停
止
を

命
じ
た
業
務
に
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）

に
お
け
る
同
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
中
「
指
定
管
理
者
」
と

あ
る
の
は
「
知
事
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
利
用
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
第

十
五
条
中
「
有
料
公
園
施
設
を
管
理
す
る
指
定
管
理
者
は
、
当
該
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
は
、」

と
す
る
。

●
３

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
停
止

目
　
　
　
次

条
　
　
　
例

○
山
梨
県
の
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
等
の
整
備
に
関
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
一

○
山
梨
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四

条
例
の
あ
ら
ま
し

○

山
梨
県
の
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
等
の
整
備
に
関
す
る
条
例
（
条
例
第
四
号
）

（
行
政
経
営
管
理
課
）

１

指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
場
合
等
の
施
設
の
適
切
な
管
理
を
図
る
た
め
、
次
の
改
正
を

行
う
こ
と
と
し
た
。

●
（一）
●
知
事
等
は
、
次
の
場
合
に
は
、
新
た
に
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は
当
該
停
止
の
期
間
が
終

了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
施
設
の
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
●
（１）

指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の
が
な
い
と
き
。

●
●
（２）

指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。

●
●
（３）
●
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
。

●
（二）
●
（一）
に
よ
り
知
事
等
が
施
設
の
管
理
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
施
設
の
利
用
の
承
認
及
び
使

用
料
の
徴
収
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
号
）（
子
育
て
支
援
課
）

１

子
育
て
支
援
対
策
臨
時
特
例
交
付
金
に
基
づ
く
基
金
事
業
の
延
長
に
鑑
み
、
条
例
の
失
効
期
日

（
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
）
を
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条
　
　
　
例

山
梨
県
の
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
等
の
整
備
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
一
号
　
　
平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
九
年

三
月
十
四
日

号
外
第
十
一
号

火　曜　日

○

山
梨
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
号
）（
子
育
て
支
援
課
）

○

山
梨
県
の
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
等
の
整
備
に
関
す
る
条
例
（
条
例
第
四
号
）

（
行
政
経
営
管
理
課
）



を
命
じ
た
業
務
に
利
用
料
金
の
収
受
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
い
て
、
第
十
四
条
第
一

項
又
は
第
二
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
十
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
六
に
定
め

る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
知
事
が
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
対
し
て
既
に
納
付
し
た
利
用
料
金
が

あ
る
と
き
は
、
当
該
利
用
料
金
は
、
使
用
料
と
み
な
す
。

●
４

前
項
の
場
合
に
お
け
る
別
表
第
六
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
中
「
利
用
料
金
限
度
額
」

と
あ
る
の
は
「
使
用
料
の
限
度
額
」
と
、「
定
期
利
用
料
金
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
「
定
期
使
用

料
の
限
度
額
」
と
、「
定
期
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
定
期
使
用
料
」
と
す
る
。

●
５

第
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
三
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
七
条
の
二
第
三
項
」
と
、
同
条
第
三
項

た
だ
し
書
中
「
許
可
を
」
と
あ
る
の
は
「
承
認
を
」
と
、「
当
該
許
可
に
係
る
行
為
」
と
あ
る
の

は
「
当
該
承
認
に
係
る
利
用
又
は
広
告
の
表
示
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

●
６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
つ
た
後
指
定
管
理
者
が
当

該
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
利
用
に
つ
い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
第
十
六
条

第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
に
つ
い

て
第
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
納
付
し
た
使
用
料
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
使
用
料

は
、
利
用
料
金
と
み
な
す
」
と
す
る
。

●

第
二
十
八
条
中
「
若
し
く
は
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
承
認
」
を
「
又
は
第
十
四
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。）
の
承
認
（
第
四
号
及
び
次
条
に
お
い
て
「
利
用
承
認
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、

同
条
第
三
号
中
「
が
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
又
は
知
事
が
第
十
四
条
第
一
項
（
第
十
七
条
の
二
第

二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
別
表
第
六
第
七
号
の
表
備
考
２
に
お
い
て
同

じ
。）」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
が
第
十
五
条
」
を
「
又
は
知
事
が
第
十
五
条
（
第
十
七
条
の
二

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
、「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第

二
項
の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
中
「
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
る
。

●

別
表
第
六
中
「
第
十
六
条
関
係
」
を
「
第
十
六
条
、
第
十
七
条
の
二
関
係
」
に
改
め
、
同
表
第
一

号
イ
の
表
体
育
館
（
本
館
競
技
場
）
の
項
及
び
体
育
館
（
別
館
競
技
場
）
の
項
中
「
利
用
料
金
の
」

を
削
り
、
同
号
ハ
の
表
ス
ポ
ー
ツ
会
館
（
宿
泊
施
設
）
の
項
中
「
利
用
料
金
の
限
度
額
」
を
「
額
」

に
改
め
る
。

●

別
表
第
六
第
二
号
イ
の
表
球
技
場
の
項
中
「
利
用
料
金
の
」
を
削
り
、
同
表
体
育
館
（
本
館
競
技

場
）
の
項
及
び
体
育
館
（
別
館
競
技
場
）
の
項
中
「
利
用
料
金
の
額
」
を
「
額
」
に
、「
利
用
料
金

の
限
度
額
」
を
「
額
」
に
改
め
、
同
表
体
育
館
（
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
）
の
項
中
「
利
用
料
金
の
限
度

額
」
を
「
額
」
に
改
め
、
同
表
武
道
館
（
競
技
場
）
の
項
及
び
武
道
館
（
第
一
武
道
場
、
第
二
武
道

場
、
弓
道
場
及
び
相
撲
場
）
の
項
中
「
利
用
料
金
の
額
」
を
「
額
」
に
、「
利
用
料
金
の
限
度
額
」

を
「
額
」
に
改
め
、
同
号
ロ
の
表
中
「
利
用
料
金
の
」
を
削
る
。

●

別
表
第
六
第
三
号
イ
の
表
体
育
館
（
本
館
競
技
場
）
の
項
及
び
体
育
館
（
別
館
競
技
場
）
の
項
中

「
利
用
料
金
の
」
を
削
る
。

●

別
表
第
六
第
六
号
イ
の
表
中
「
上
記
利
用
料
金
の
限
度
額
」
を
「
上
記
の
額
」
に
、「
当
該
利
用

料
金
の
限
度
額
」
を
「
当
該
上
記
の
額
」
に
改
め
、
同
表
備
考
１
及
び
２
並
び
に
同
号
ロ
の
表
備
考

中
「
利
用
料
金
の
限
度
額
」
を
「
額
」
に
改
め
る
。

●

別
表
第
六
第
九
号
の
表
中
「
半
日
の
利
用
料
金
」
を
「
半
日
の
額
」
に
、「
利
用
料
金
の
限
度
額
」

を
「
額
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
第
十
号
の
表
中
「
利
用
料
金
の
限
度
額
」
を
「
額
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
利
用
を
承
認
し
な
い
」
を
「
同
項
の
承
認
を
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
を
削
る
。

第
八
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

●
３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
理
者
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の
が
な
い
と

き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の

二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て
管
理

の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は
当
該

停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
前
項
に
規
定
す
る
丘
の
公
園
の
管
理
の
業
務
の

全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
停
止
を

命
じ
た
業
務
に
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
の
収
受
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）

に
お
い
て
、
第
六
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
理
者
に
対
し
、
別
表
第
二
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
管
理
者
が
定

め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
指
定
管
理
者
に
対
し
既
に
納
付
し
た
利
用
料
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
利
用
料
金
は
、
使

用
料
と
み
な
す
。

●
５

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
十
一
条
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
別
表
第
二
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、
同
条
第
四
項
た
だ
し

書
及
び
第
五
項
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
者
」
と
す
る
。
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●
６

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
者
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
つ
た
後
指
定
管
理
者
が

当
該
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
、「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
に

つ
い
て
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
納
付
し
た
使
用
料
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
使
用
料
は
、

利
用
料
金
と
み
な
す
」
と
す
る
。

●

第
十
一
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定
管
理
者
が
既
に
」
を
「
既
に
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
利
用
者
が
納
付
す
る
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料

金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

●
●
●
第
六
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
（
第
四
項
に
お
い
て
「
利
用
者
」
と
い
う
。）
は
、
指
定

管
理
者
に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
丘
の
公
園
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い

う
。）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●

第
十
四
条
中
「
、
第
十
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
六
条
第
一
項

の
承
認
」
を
「
、
第
六
条
第
一
項
の
承
認
（
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
が
行
う
も

の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
利
用
承
認
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
各
号
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
管
理
者
又
は
指
定
管
理
者
が
利
用
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

●
●
二
●
管
理
者
（
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
が
管
理
の
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
つ

て
は
、
指
定
管
理
者
）
が
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
利
用
承
認
の
取
消
し
又
は
利
用
の
停
止
若
し

く
は
制
限
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

●
●
第
十
五
条
中
「
第
十
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
六
条
第
一
項
の

承
認
」
を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
第
十
一
条
関
係
」
を
「
第
八
条
、
第
十
一
条
関
係
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
青
少
年
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
立
青
少
年
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
三
号
中
「
ま
で
」
の
下
に
「
の
日
」
を
加
え
る
。

●

第
八
条
第
二
項
中
「
承
認
し
な
い
」
を
「
同
項
の
承
認
を
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削

る
。

●

第
十
条
第
二
項
中
「
前
項
の
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

同
条
第
一
項
中
「
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者
が
納
付
す
る
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

●

第
八
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
セ
ン
タ
ー

の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
五
条
中
「
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

●

第
十
四
条
中
「
、
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
、
第
八
条
第
一
項
（
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
承
認
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
別
表
に
お
い
て

「
利
用
承
認
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
が
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
又
は
知

事
が
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
が
第
九
条
」
を
「
又
は
知
事
が
第
九
条
（
前
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
、「
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を

「
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
知
事
に
よ
る
管
理
）

第
十
四
条
　
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の
が
な

い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四

条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て

管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は

当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
四
条
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
の
管
理
の

業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
六
条
第
二
項
及
び
第
七
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、「
知
事
は
、
特
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

●
３

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
セ
ン
タ
ー
の
利
用
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
け
る
第
八
条
及

び
第
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
知

事
」
と
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
に

つ
い
て
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●
４

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
利
用
料
金
の
収
受
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
い
て
、
第
八
条
第
一
項

の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い

て
知
事
が
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
対
し
既
に
納
付
し
た
利
用
料
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
利
用

料
金
は
、
使
用
料
と
み
な
す
。

●
５

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
十
一
条
、
第
十
二
条
及
び
別
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十

一
条
中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ

る
の
は
「
知
事
」
と
、
第
十
二
条
中
「
指
定
管
理
者
は
、
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
利
用
料
金
」

と
あ
る
の
は
「
知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
」
と
、
同
表
中
「
利

用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、「
定
期
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
定
期
使
用
料
」
と
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す
る
。

●
６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
後
指
定
管
理
者
が
当

該
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
八
条
第
一
項
及
び
第
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

利
用
に
つ
い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
第
十
条
第
一
項

中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
に
つ
い
て
第
十

四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
納
付
し
た
使
用
料
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
使
用
料
は
、
利
用
料

金
と
み
な
す
」
と
す
る
。

●

別
表
中
「
第
十
条
関
係
」
を
「
第
十
条
、
第
十
四
条
関
係
」
に
改
め
、
同
表
第
一
号
の
備
考
３
中

「
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
愛
宕
山
こ
ど
も
の
国
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
山
梨
県
立
愛
宕
山
こ
ど
も
の
国
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

●

第
八
条
第
二
項
中
「
承
認
し
な
い
」
を
「
同
項
の
承
認
を
し
な
い
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中

「
第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
三
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

●

第
十
条
第
二
項
中
「
前
項
の
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

同
条
第
一
項
中
「
キ
ャ
ン
プ
場
を
利
用
す
る
者
が
納
付
す
る
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

●

第
八
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
キ
ャ
ン
プ

場
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

●

第
十
八
条
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
、「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一

項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

●

第
十
七
条
中
「
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」
に
、「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第

十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

●

第
十
六
条
中
「
の
承
認
若
し
く
は
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「（
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
承
認
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
利
用
承
認
」

と
い
う
。）
若
し
く
は
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
が
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」

を
「
又
は
知
事
が
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
が
第
九
条
」
を
「
又
は
知
事
が
第
九
条

（
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
、「
第
八
条
第
一
項

の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第

十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
四
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
」
を
「
同
項
の
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

●

第
十
三
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「
は
り
紙
又
は
は
り
札
」
を
「
貼
紙
又
は
貼

札
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
知
事
に
よ
る
管
理
）

第
十
三
条
　
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の
が
な

い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四

条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て

管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は

当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
五
条
に
規
定
す
る
こ
ど
も
の
国
の
管
理

の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
指
定
管
理
者

は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、「
知
事
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」

と
す
る
。

●
３

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
キ
ャ
ン
プ
場
の
利
用
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
け
る
第
八
条

及
び
第
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は

「
知
事
」
と
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
利

用
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●
４

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
利
用
料
金
の
収
受
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
い
て
、
第
八
条
第
一
項

の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
二
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に

お
い
て
知
事
が
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
対
し
既
に
納
付
し
た
利
用
料
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

利
用
料
金
は
、
使
用
料
と
み
な
す
。

●
５

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
十
一
条
及
び
別
表
第
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
利

用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
知

事
」
と
、
同
表
中
「
利
用
料
金
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
の
限
度
額
」
と
す
る
。

●
６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
つ
た
後
指
定
管
理
者
が
当

該
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
第
八
条
第
一
項
及
び
第
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

利
用
に
つ
い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
第
十
条
第
一
項

中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
に
つ
い
て
第
十

三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
納
付
し
た
使
用
料
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
使
用
料
は
、
利
用
料

金
と
み
な
す
」
と
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
一
号
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二
十
九
年
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十
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別
表
第
二
中
「
第
十
条
関
係
」
を
「
第
十
条
、
第
十
三
条
関
係
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
少
年
自
然
の
家
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
山
梨
県
立
少
年
自
然
の
家
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
条
例
第
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
第
三
号
中
「
ま
で
」
の
下
に
「
の
日
」
を
加
え
る
。

●

第
九
条
第
二
項
中
「
承
認
し
な
い
」
を
「
同
項
の
承
認
を
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削

る
。

●

第
十
一
条
第
二
項
中
「
前
項
の
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

し
、
同
条
第
一
項
中
「
少
年
自
然
の
家
を
利
用
す
る
者
が
納
付
す
る
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

●

●
第
九
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
少
年
自
然

の
家
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
五
条
中
「
第
九
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

●

第
十
四
条
中
「
、
第
九
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
、
第
九
条
第
一
項
（
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
承
認
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
利
用
承

認
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
が
第
九
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
又
は
教
育
委
員
会

が
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
が
第
十
条
」
を
「
又
は
教
育
委
員
会
が
第
十
条
（
前
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
、「
第
九
条
第
一
項
の
承
認
」

を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
教
育
委
員
会
に
よ
る
管
理
）

第
十
四
条
　
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委
員
会
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も

の
が
な
い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百

四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を

定
め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、

又
は
当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
六
条
に
規
定
す
る
少
年
自
然
の
家

の
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
八
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
指
定
管
理
者

は
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、「
教
育
委
員
会
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

●
３

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
少
年
自
然
の
家
の
利
用
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
け
る
第
九

条
及
び
第
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は

「
教
育
委
員
会
」
と
、
第
九
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
利
用
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●
４

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
利
用
料
金
の
収
受
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
い
て
、
第
九
条
第
一
項

の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お

い
て
知
事
が
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
対
し
既
に
納
付
し
た
利
用
料
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
利

用
料
金
は
、
使
用
料
と
み
な
す
。

●
５

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
十
二
条
及
び
別
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
利
用
料

金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
」

と
、
同
表
中
「
利
用
料
金
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
の
限
度
額
」
と
す
る
。

●
６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
後
指
定
管
理

者
が
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
利
用
に
つ
い
て
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、

第
十
一
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承

認
に
つ
い
て
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
納
付
し
た
使
用
料
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
使

用
料
は
、
利
用
料
金
と
み
な
す
」
と
す
る
。

別
表
中
「
第
十
一
条
関
係
」
を
「
第
十
一
条
、
第
十
四
条
関
係
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
青
い
鳥
老
人
ホ
ー
ム
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
六
条
　
山
梨
県
立
青
い
鳥
老
人
ホ
ー
ム
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

●

第
四
条
第
二
号
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
第
一
号
、
同
条
第
三
項
第
一
号
及
び

第
十
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
八
条
第
二
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
第
二

号
、
同
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
十
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
利
用
料
金
）

第
八
条
　
次
に
掲
げ
る
者
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
老
人
ホ
ー
ム
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下

「
利
用
料
金
」
と
い
う
。）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
う
事
業
を
利
用
し
た
者

二
　
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
う
事
業
を
利
用
し
た
者

２
　
利
用
料
金
は
、
指
定
管
理
者
の
収
入
と
す
る
。

●
３

利
用
料
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お

り
と
す
る
。

●

一

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
う
事
業
を
利
用
し
た
者
　
介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
四

山
梨
県
公
報
号
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項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額

●

二

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
う
事
業
を
利
用
し
た
者
　
介
護
保
険
法
第
五
十

三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額

●
４

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
管
理
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
の
額
を
徴
収
し

た
場
合
に
お
け
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
家
計
に
与
え
る
影
響
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て

規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
利
用
料
金
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
知
事
に
よ
る
管
理
）

第
十
条
　
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の
が
な
い

と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条

の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て
管

理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は
当

該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
六
条
に
規
定
す
る
老
人
ホ
ー
ム
の
管
理
の

業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
停
止
を

命
じ
た
業
務
に
利
用
料
金
の
収
受
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
者
は
、
第
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●
●
一

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
う
事
業
を
利
用
し
た
者
　
介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
四

項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額

●
●
二

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
う
事
業
を
利
用
し
た
者
　
介
護
保
険
法
第
五
十

三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額

●
３

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
八
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
十
条
第
二
項
」
と
、「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
」
と
、「
利
用
料
金
の
」

と
あ
る
の
は
「
使
用
料
の
」
と
、「
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
、
使

用
料
」
と
す
る
。

（
山
梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
山
梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

●

第
十
条
第
二
項
中
「
承
認
し
な
い
」
を
「
同
項
の
承
認
を
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

●
４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認

め
る
と
き
は
、
当
該
承
認
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
第
三
項
中
「
承
認
に
」
の
下
に
「
つ
い
て
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

●
４

教
育
委
員
会
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
前
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
承
認
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

●

第
十
二
条
第
二
項
中
「
使
用
を
承
認
し
な
い
」
を
「
同
項
の
承
認
を
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

●
４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認

め
る
と
き
は
、
当
該
承
認
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

●

第
十
三
条
を
削
り
、
第
十
四
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
五
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
六
条
を

第
十
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
教
育
委
員
会
に
よ
る
管
理
）

第
十
六
条
　
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委
員
会
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も

の
が
な
い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百

四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を

定
め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、

又
は
当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
六
条
に
規
定
す
る
美
術
館
の
管
理

の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
八
条
第
二
項
及
び
第
九
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
は
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、「
教
育
委

員
会
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

●
３

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
美
術
品
等
の
観
覧
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に

限
る
。）
に
お
け
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
中

「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
委
員
会
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の

は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
観
覧
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●
４

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
美
術
館
の
一
般
展
示
室
、
工
房
等
の
使
用
の

承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
け
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
、

第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
委
員
会
」
と
、
同
条
第
一
項
中

「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
使
用
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
の
承
認

を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●
５

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
つ
た
後
指
定
管
理

者
が
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
観
覧
に
つ
い
て
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
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第
十
二
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
使
用
に
つ
い
て

教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●

第
十
七
条
中
「
、
第
十
二
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
、
第
十
二
条
第
一
項
（
前
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
承
認
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
使

用
承
認
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
が
第
十
二
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
又
は
教
育

委
員
会
が
使
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
が
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
又
は
教
育
委
員
会

が
第
十
二
条
第
四
項
（
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
、

「
第
十
二
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
使
用
承
認
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
第
十
二
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
使
用
承
認
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
武
田
の
杜も
り

保
健
休
養
林
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
八
条
　
山
梨
県
立
武
田
の
杜も
り

保
健
休
養
林
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
山
梨
県
条
例
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
三
号
中
「
ま
で
」
の
下
に
「
の
日
」
を
加
え
る
。

●

第
十
条
第
二
項
中
「
承
認
し
な
い
」
を
「
同
項
の
承
認
を
し
な
い
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中

「
第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
十
八
条
第
三
項
及
び
第
十
九
条
第
二
項
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
十
一
条
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
同
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

●

第
十
二
条
第
二
項
中
「
前
項
の
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

し
、
同
条
第
一
項
中
「
キ
ャ
ン
プ
場
を
利
用
す
る
者
が
納
付
す
る
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

●
●

第
十
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
キ
ャ
ン
プ

場
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
二
条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。

●

第
二
十
一
条
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
七
条
」
に
、「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

●

第
二
十
条
中
「
第
十
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」
に
、「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第

十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

●

第
十
九
条
中
「
の
承
認
若
し
く
は
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「（
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
承
認
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
利
用
承
認
」

と
い
う
。）
若
し
く
は
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
が
第
十
条
第
一
項
の
承
認
」

を
「
又
は
知
事
が
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
が
第
十
一
条
」
を
「
又
は
知
事
が
第
十

一
条
（
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
、「
第
十
条

第
一
項
の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」

を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

第
十
八
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
十
七
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
」
を
「
同
項
の
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

●

第
十
六
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「
は
り
紙
又
は
は
り
札
」
を
「
貼
紙
又
は
貼

札
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
知
事
に
よ
る
管
理
）

第
十
六
条
　
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の
が
な

い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四

条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て

管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は

当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
五
条
に
規
定
す
る
武
田
の
杜
の
管
理
の

業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
七
条
第
二
項
、
第
八
条
た
だ
し
書
及
び
第
九
条
第
二
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、

「
知
事
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

●
３

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
キ
ャ
ン
プ
場
の
利
用
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
け
る
第
十
条

及
び
第
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は

「
知
事
」
と
、
第
十
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
利

用
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●
４

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
利
用
料
金
の
収
受
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
い
て
、
第
十
条
第
一
項

の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
二
に
定
め
る
額
の
範
囲
内

に
お
い
て
知
事
が
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
対
し
既
に
納
付
し
た
利
用
料
金
が
あ
る
と
き
は
、
当

該
利
用
料
金
は
、
使
用
料
と
み
な
す
。

●
５

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
十
三
条
、
第
十
四
条
及
び
別
表
第
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

第
十
三
条
中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
指
定
管
理
者
」

と
あ
る
の
は
「
知
事
」
と
、
第
十
四
条
中
「
指
定
管
理
者
は
、
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
利
用
料

金
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
」
と
、
同
表
中

「
利
用
料
金
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
の
限
度
額
」
と
す
る
。

●
６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
後
指
定
管
理
者
が
当

該
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

該
利
用
に
つ
い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
第
十
二
条
第
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一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
に
つ
い
て

第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
納
付
し
た
使
用
料
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
使
用
料
は
、
利

用
料
金
と
み
な
す
」
と
す
る
。

●

別
表
第
二
中
「
第
十
二
条
関
係
」
を
「
第
十
二
条
、
第
十
六
条
関
係
」
に
、「
テ
ン
ト
サ
イ
ト
利

用
料
金
」
を
「
テ
ン
ト
サ
イ
ト
」
に
改
め
、「
の
利
用
料
金
」
を
削
る
。

（
山
梨
県
立
県
民
文
化
ホ
ー
ル
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
九
条
　
山
梨
県
立
県
民
文
化
ホ
ー
ル
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

●

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
そ
の
」
を
「
、
そ
の
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
ま
で
」
の
下
に

「
の
日
」
を
加
え
る
。

●

第
八
条
第
二
項
中
「
利
用
を
承
認
し
な
い
」
を
「
同
項
の
承
認
を
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
を
削
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
前
項
の
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

同
条
第
一
項
中
「
利
用
者
が
納
付
す
る
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二

項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

●
●

第
八
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
文
化
ホ
ー

ル
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
四
条
中
「
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

●

第
十
三
条
中
「
、
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
、
第
八
条
第
一
項
（
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
承
認
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
利
用
承

認
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
が
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
又
は
知
事
が
利
用

承
認
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
が
第
九
条
」
を
「
又
は
知
事
が
第
九
条
（
前
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
、「
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」

に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
知
事
に
よ
る
管
理
）

第
十
三
条
　
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の
が
な

い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四

条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て

管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は

当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
四
条
に
規
定
す
る
文
化
ホ
ー
ル
の
管
理

の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
六
条
第
二
項
及
び
第
七
条
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、「
知
事
は
、
特

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

●
３

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
文
化
ホ
ー
ル
の
利
用
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
け
る
第
八
条

及
び
第
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は

「
知
事
」
と
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
利

用
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●
４

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
利
用
料
金
の
収
受
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
い
て
、
第
八
条
第
一
項

の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
知
事
が
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
対
し
既
に
納
付
し

た
利
用
料
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
利
用
料
金
は
、
使
用
料
と
み
な
す
。

一
　
施
設
（
次
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
区
分
を
除
く
。）

別
表
第
一
に
定
め
る
額

●

二

施
設
（
次
に
掲
げ
る
学
校
の
教
育
活
動
又
は
福
祉
の
事
業
で
あ
つ
て
、
入
場
料
金
を
徴
し
な

い
も
の
又
は
入
場
料
金
の
額
が
五
百
円
未
満
の
も
の
の
た
め
に
駐
車
場
を
除
く
施
設
を
利
用
す

る
場
合
に
限
る
。）

別
表
第
二
に
定
め
る
額

●
イ

県
内
に
所
在
す
る
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
が
行
う

教
育
活
動
で
あ
つ
て
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
を
対
象
と
す
る
も
の

●
ロ

県
内
に
所
在
す
る
社
会
福
祉
法
人
又
は
社
会
福
祉
に
関
す
る
事
業
を
主
た
る
目
的
と
す
る

団
体
が
行
う
社
会
福
祉
に
関
す
る
事
業

三
　
設
備
器
具
　
別
表
第
三
に
定
め
る
額

四
　
施
設
（
駐
車
場
に
限
る
。）

別
表
第
四
に
定
め
る
額

●
５

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
十
一
条
及
び
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
条
中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
指
定
管
理
者
」

と
あ
る
の
は
「
知
事
」
と
、
別
表
第
一
中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、
別
表
第

三
中
「
利
用
料
金
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
の
限
度
額
」
と
、「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の

は
「
使
用
料
」
と
、
別
表
第
四
中
「
利
用
料
金
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
の
限
度
額
」
と

す
る
。

●
６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
つ
た
後
指
定
管
理
者
が
当

該
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
第
八
条
第
一
項
及
び
第
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

利
用
に
つ
い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
第
十
条
第
一
項

中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
に
つ
い
て
第
十

三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
納
付
し
た
使
用
料
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
使
用
料
は
、
利
用
料
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金
と
み
な
す
」
と
す
る
。

●

別
表
第
一
中
「
第
十
条
関
係
」
を
「
第
十
条
、
第
十
三
条
関
係
」
に
改
め
、
同
表
備
考
１
中
「
か

つ
こ
内
」
を
「
括
弧
内
」
に
改
め
る
。

●

別
表
第
二
か
ら
別
表
第
四
ま
で
の
規
定
中
「
第
十
条
関
係
」
を
「
第
十
条
、
第
十
三
条
関
係
」
に

改
め
る
。

（
山
梨
県
立
防
災
安
全
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
条
　
山
梨
県
立
防
災
安
全
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

●

第
七
条
第
一
項
第
三
号
中
「
そ
の
」
を
「
、
そ
の
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
ま
で
」
の
下
に

「
の
日
」
を
加
え
る
。

●

第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。

（
知
事
に
よ
る
管
理
）

第
十
一
条
　
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の
が
な

い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四

条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て

管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は

当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
五
条
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
の
管
理
の

業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、「
知
事
は
、
特

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

●
３

第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
第
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
指
定
管
理
者
」
と

あ
る
の
は
、「
知
事
」
と
す
る
。

（
山
梨
県
立
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条
　
山
梨
県
立
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
山
梨
県

条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

●

第
九
条
第
二
項
中
「
承
認
し
な
い
」
を
「
同
項
の
承
認
を
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削

る
。

●

第
十
一
条
第
二
項
中
「
前
項
の
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

し
、
同
条
第
一
項
中
「
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者
が
納
付
す
る
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

●

第
九
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
セ
ン
タ
ー

の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
十
六
条
中
「
第
九
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

●

第
十
五
条
中
「
、
第
九
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
、
第
九
条
第
一
項
（
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
承
認
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
並
び
に
別
表
に
お
い

て
「
利
用
承
認
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
が
第
九
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
又
は

教
育
委
員
会
が
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
が
第
十
条
」
を
「
又
は
教
育
委
員
会
が
第

九
条
（
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
、「
第
九
条
第
一

項
の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

（
教
育
委
員
会
に
よ
る
管
理
）

第
十
五
条
　
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委
員
会
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も

の
が
な
い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百

四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を

定
め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、

又
は
当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
五
条
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
の
管

理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
は
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、「
教
育

委
員
会
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

●
３

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
セ
ン
タ
ー
の
利
用
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
け
る
第
九
条
及

び
第
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
教

育
委
員
会
」
と
、
第
九
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

利
用
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●
４

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
利
用
料
金
の
収
受
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
い
て
、
第
九
条
第
一
項

の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お

い
て
知
事
が
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
対
し
既
に
納
付
し
た
利
用
料
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
利

用
料
金
は
、
使
用
料
と
み
な
す
。

●
５

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
十
二
条
、
第
十
三
条
及
び
別
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十

二
条
中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ

る
の
は
「
知
事
」
と
、
第
十
三
条
中
「
指
定
管
理
者
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、

利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
」
と
、
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同
表
備
考
中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
す
る
。

●
６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
つ
た
後
指
定
管
理

者
が
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
利
用
に
つ
い
て
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、

第
十
一
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承

認
に
つ
い
て
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
納
付
し
た
使
用
料
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
使

用
料
は
、
利
用
料
金
と
み
な
す
」
と
す
る
。

別
表
中
「
第
十
一
条
関
係
」
を
「
第
十
一
条
、
第
十
五
条
関
係
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
射
撃
場
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条
　
山
梨
県
立
射
撃
場
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
三
号
中
「
ま
で
」
の
下
に
「
の
日
」
を
加
え
る
。

●

第
八
条
第
二
項
中
「
承
認
し
な
い
」
を
「
同
項
の
承
認
を
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削

る
。

●

第
十
条
第
二
項
中
「
前
項
の
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

同
条
第
一
項
中
「
射
撃
場
を
利
用
す
る
者
が
納
付
す
る
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

●
●
●
第
八
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
射
撃
場
の

利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
五
条
中
「
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

●

第
十
四
条
中
「
、
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
、
第
八
条
第
一
項
（
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
承
認
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
利
用
承

認
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
が
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
又
は
教
育
委
員
会

が
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
が
第
九
条
」
を
「
又
は
教
育
委
員
会
が
第
九
条
（
前
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
、「
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」

を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
教
育
委
員
会
に
よ
る
管
理
）

第
十
四
条
　
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委
員
会
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も

の
が
な
い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百

四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を

定
め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、

又
は
当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
四
条
に
規
定
す
る
射
撃
場
の
管
理

の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
六
条
第
二
項
及
び
第
七
条
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
は
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、「
教
育

委
員
会
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

●
３

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
射
撃
場
の
利
用
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
け
る
第
八
条
及
び

第
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
教
育

委
員
会
」
と
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
利

用
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●
４

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
利
用
料
金
の
収
受
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
い
て
、
第
八
条
第
一
項

の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い

て
知
事
が
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
対
し
既
に
納
付
し
た
利
用
料
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
利
用

料
金
は
、
使
用
料
と
み
な
す
。

●
５

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
十
一
条
、
第
十
二
条
及
び
別
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十

一
条
中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ

る
の
は
「
知
事
」
と
、
第
十
二
条
中
「
指
定
管
理
者
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、

利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
」
と
、

同
表
中
「
利
用
料
金
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
の
限
度
額
」
と
す
る
。

●
６
●
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
つ
た
後
指
定
管
理

者
が
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
第
八
条
第
一
項
及
び
第
十
条
第
一
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
利
用
に
つ
い
て
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
第

十
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
に

つ
い
て
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
納
付
し
た
使
用
料
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
使
用
料

は
、
利
用
料
金
と
み
な
す
」
と
す
る
。

別
表
中
「
第
十
条
関
係
」
を
「
第
十
条
、
第
十
四
条
関
係
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
青
少
年
自
然
の
里
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条
　
山
梨
県
立
青
少
年
自
然
の
里
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
六
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
第
三
号
中
「
ま
で
」
の
下
に
「
の
日
」
を
加
え
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
承
認
し
な
い
」
を
「
同
項
の
承
認
を
し
な
い
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。
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第
十
五
条
中
「
第
十
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

●

第
十
四
条
中
「
、
第
十
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
、
第
十
条
第
一
項
（
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
承
認
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
利
用
承

認
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
が
第
十
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
又
は
教
育
委
員
会

が
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
が
第
十
一
条
」
を
「
又
は
教
育
委
員
会
が
第
十
一
条

（
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
、「
第
十
条
第
一
項
の
承

認
」
を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
教
育
委
員
会
に
よ
る
管
理
）

第
十
四
条
　
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委
員
会
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も

の
が
な
い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百

四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を

定
め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、

又
は
当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
七
条
に
規
定
す
る
自
然
の
里
の
管

理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
九
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
指
定
管
理
者

は
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、「
教
育
委
員
会
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

●
３

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
自
然
の
里
の
利
用
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
け
る
第
十
条
及

び
第
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は

「
教
育
委
員
会
」
と
、
第
十
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
利
用
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●
４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
後
指
定
管
理

者
が
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
、「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
に
つ
い
て
教
育

委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

（
山
梨
県
立
文
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条
　
山
梨
県
立
文
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

●

第
十
条
第
二
項
中
「
承
認
し
な
い
」
を
「
同
項
の
承
認
を
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

●
４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認

め
る
と
き
は
、
当
該
承
認
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
第
四
項
中
「
承
認
に
」
の
下
に
「
つ
い
て
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

●
５

教
育
委
員
会
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
前
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
承
認
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
使
用
を
承
認
し
な
い
」
を
「
同
項
の
承
認
を
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

●
５

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認

め
る
と
き
は
、
当
該
承
認
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

●

第
十
三
条
を
削
り
、
第
十
四
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
五
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
六
条
を

第
十
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
教
育
委
員
会
に
よ
る
管
理
）

第
十
六
条
　
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委
員
会
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も

の
が
な
い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百

四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を

定
め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、

又
は
当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
六
条
に
規
定
す
る
文
学
館
の
管
理

の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
八
条
第
二
項
及
び
第
九
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
は
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、「
教
育
委

員
会
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

●
３

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
文
学
資
料
等
の
観
覧
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き

に
限
る
。）
に
お
け
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項

中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
委
員
会
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る

の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
観
覧
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●
４

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
文
学
館
の
研
修
室
、
講
堂
又
は
研
究
室
の
使

用
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
け
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第

一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
委
員
会
」
と
、
同
条
第
一

項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
使
用
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
の

承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●
５

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
後
指
定
管
理

者
が
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
観
覧
に
つ
い
て
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
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第
十
二
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
使
用
に
つ
い
て

教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●

第
十
七
条
中
「
、
第
十
二
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
、
第
十
二
条
第
一
項
（
前
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
承
認
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
使

用
承
認
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
が
第
十
二
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
又
は
教
育

委
員
会
が
使
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
が
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
又
は
教
育
委
員
会

が
第
十
二
条
第
五
項
（
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
、

「
第
十
二
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
使
用
承
認
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
第
十
二
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
使
用
承
認
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条
　
山
梨
県
立
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
二
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
承
認
し
な
い
」
を
「
同
項
の
承
認
を
し
な
い
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
五
条
中
「
第
十
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

●

第
十
四
条
中
「
若
し
く
は
第
十
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
若
し
く
は
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条

第
三
号
中
「
が
第
十
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
又
は
知
事
が
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中

「
が
第
十
一
条
」
を
「
又
は
知
事
が
第
十
一
条
（
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
、「
第
十
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
を
第

十
五
条
と
す
る
。

●

第
十
三
条
第
一
項
中
「
の
承
認
」
を
「（
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。）
の
承
認
（
次
条
及
び
第
十
六
条
に
お
い
て
「
利
用
承
認
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同

条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
知
事
に
よ
る
管
理
）

第
十
三
条
　
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の
が
な

い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四

条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て

管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は

当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
六
条
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
の
管
理
の

業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
八
条
第
二
項
及
び
第
九
条
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、「
知
事
は
、
特

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

●
３

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
会
議
室
の
利
用
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
け
る
第
十
条
及
び

第
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
知

事
」
と
、
第
十
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
に

つ
い
て
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●
４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
後
指
定
管
理
者
が
当

該
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
、「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
に
つ
い
て
知
事
の
承
認

を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

別
表
中
「
第
十
三
条
関
係
」
を
「
第
十
四
条
関
係
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
ま
き
ば
公
園
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条
　
山
梨
県
立
ま
き
ば
公
園
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
六
年
山
梨
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

●

第
十
四
条
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す

る
。

●

第
十
三
条
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す

る
。第

十
二
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

●

第
十
条
第
五
号
中
「
は
り
紙
又
は
は
り
札
」
を
「
貼
紙
又
は
貼
札
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条

と
し
、
第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
知
事
に
よ
る
管
理
）

第
十
条
　
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の
が
な
い

と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条

の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て
管

理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は
当

該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
五
条
に
規
定
す
る
ま
き
ば
公
園
の
管
理
の

業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、「
知
事
は
、
特

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

（
山
梨
県
立
産
業
展
示
交
流
館
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条
　
山
梨
県
立
産
業
展
示
交
流
館
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
六
年
山
梨
県
条
例
第
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
ま
で
」
の
下
に
「
の
日
」
を
加
え
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
一
号
　
　
平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日

一
二



●

第
八
条
第
二
項
中
「
承
認
し
な
い
」
を
「
同
項
の
承
認
を
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削

る
。

●

第
九
条
中
「
利
用
者
が
前
条
第
二
項
各
号
」
を
「
前
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
同
条
第
二

項
各
号
」
に
、「
同
条
第
一
項
の
」
を
「
当
該
」
に
改
め
る
。

●

第
十
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
利
用
料

金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
利
用
者
が
納
付
す

る
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次

の
一
項
を
加
え
る
。

●
●

第
八
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
（
第
四
項
に
お
い
て
「
利
用
者
」
と
い
う
。）
は
、
指
定

管
理
者
に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
ア
イ
メ
ッ
セ
山
梨
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」

と
い
う
。）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
三
条
中
「
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

●

第
十
二
条
中
「
、
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
、
第
八
条
第
一
項
（
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
承
認
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
利
用
承

認
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
が
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
又
は
知
事
が
利
用

承
認
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
が
第
九
条
」
を
「
又
は
知
事
が
第
九
条
（
前
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
、「
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」

に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
知
事
に
よ
る
管
理
）

第
十
二
条
　
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の
が
な

い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四

条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て

管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は

当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
四
条
に
規
定
す
る
ア
イ
メ
ッ
セ
山
梨
の

管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
六
条
た
だ
し
書
及
び
第
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、「
知
事
は
、
特

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

●
３

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
ア
イ
メ
ッ
セ
山
梨
の
利
用
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
け
る
第

八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の

は
「
知
事
」
と
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

利
用
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●
４

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
利
用
料
金
の
収
受
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
い
て
、
第
八
条
第
一
項

の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
施
設
及
び
設
備
器
具
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
額
に
〇
・
八
を
乗
じ

て
得
た
額
か
ら
当
該
基
準
額
に
一
・
二
を
乗
じ
て
得
た
額
ま
で
の
範
囲
内
に
お
い
て
知
事
が
定
め

る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
管
理
者
に
対
し
既
に
納
付
し
た
利
用
料
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
利
用
料
金
は
、
使
用

料
と
み
な
す
。

一
　
展
示
場
、
会
議
室
及
び
展
示
場
に
係
る
設
備
　
別
表
第
一
に
定
め
る
基
準
額

二
　
設
備
器
具
（
前
号
に
掲
げ
る
設
備
を
除
く
。
）
別
表
第
二
に
定
め
る
基
準
額

●
５

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
十
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
別
表
第
一
並
び
に
別
表
第
二
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
四
項
中
「
指
定
管
理
者
が
既
に
収
入
と
し
て
収
受
し
た
利
用
料
金
」

と
あ
る
の
は
「
既
に
納
付
し
た
使
用
料
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は

「
知
事
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
指
定
管
理
者
は
、
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
利
用
料
金
」
と
あ

る
の
は
「
知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
」
と
、
別
表
第
一
中
「
利

用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
す
る
。

●
６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
後
指
定
管
理
者
が
当

該
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
八
条
第
一
項
及
び
第
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

利
用
に
つ
い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
第
十
条
第
一
項

中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
に
つ
い
て
第
十

二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
納
付
し
た
使
用
料
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
使
用
料
は
、
利
用
料

金
と
み
な
す
」
と
す
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
中
「
第
十
条
関
係
」
を
「
第
十
条
、
第
十
二
条
関
係
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
八
ヶ
岳
自
然
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条
　
山
梨
県
立
八
ヶ
岳
自
然
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
六
年
山
梨
県
条

例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

●

第
十
四
条
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す

る
。

●

第
十
三
条
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す

る
。第

十
二
条
第
一
号
中
「
第
十
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
一
号
　
　
平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日

一
三



●

第
十
条
第
三
号
中
「
堆た
い

積
」
を
「
堆
積
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
は
り
紙
、
は
り
札
」
を

「
貼
紙
、
貼
札
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
知
事
に
よ
る
管
理
）

●
第
十
条
　
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の
が
な
い

と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条

の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て
管

理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は
当

該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
五
条
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
の
管
理
の
業

務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、「
知
事
は
、
特
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

（
山
梨
県
立
八
ヶ
岳
ス
ケ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条
　
山
梨
県
立
八
ヶ
岳
ス
ケ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
六
年
山
梨
県
条
例
第

二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

●

第
八
条
第
二
項
中
「
承
認
し
な
い
」
を
「
同
項
の
承
認
を
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削

る
。

●

第
十
条
第
二
項
中
「
前
項
の
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

同
条
第
一
項
中
「
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者
が
納
付
す
る
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

●

●
第
八
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
セ
ン
タ
ー

の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
五
条
中
「
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

●

第
十
四
条
中
「
、
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
、
第
八
条
第
一
項
（
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
承
認
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
利
用
承

認
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
が
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
又
は
教
育
委
員
会

が
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
が
第
九
条
」
を
「
又
は
教
育
委
員
会
が
第
九
条
（
前
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
、「
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」

を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
教
育
委
員
会
に
よ
る
管
理
）

第
十
四
条
　
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委
員
会
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も

の
が
な
い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百

四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を

定
め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、

又
は
当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
四
条
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
の
管

理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
六
条
た
だ
し
書
及
び
第
七
条
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
は
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、

「
教
育
委
員
会
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

●
３

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
セ
ン
タ
ー
の
利
用
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
け
る
第
八
条
及

び
第
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
教

育
委
員
会
」
と
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

利
用
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●
４

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
利
用
料
金
の
収
受
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
い
て
、
第
八
条
第
一
項

の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い

て
知
事
が
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
対
し
既
に
納
付
し
た
利
用
料
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
利
用

料
金
は
、
使
用
料
と
み
な
す
。

●
５

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
十
一
条
、
第
十
二
条
及
び
別
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十

一
条
中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ

る
の
は
「
知
事
」
と
、
第
十
二
条
中
「
指
定
管
理
者
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、

利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
」
と
、

同
表
第
一
号
中
「
普
通
利
用
料
金
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
「
普
通
使
用
料
の
限
度
額
」
と
、「
貸

切
り
利
用
料
金
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
「
貸
切
り
使
用
料
の
限
度
額
」
と
、「
定
期
利
用
料
金
」

と
あ
る
の
は
「
定
期
使
用
料
」
と
、
同
表
第
二
号
中
「
利
用
料
金
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
「
使
用

料
の
限
度
額
」
と
す
る
。

●
６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
後
指
定
管
理

者
が
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
八
条
第
一
項
及
び
第
十
条
第
一
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
利
用
に
つ
い
て
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
第

十
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
に

つ
い
て
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
納
付
し
た
使
用
料
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
使
用
料

は
、
利
用
料
金
と
み
な
す
」
と
す
る
。

別
表
中
「
第
十
条
関
係
」
を
「
第
十
条
、
第
十
四
条
関
係
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
一
号
　
　
平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日

一
四



第
二
十
条
　
山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
七
年
山
梨
県
条
例
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

●

第
四
十
八
条
を
第
四
十
九
条
と
し
、
第
四
十
七
条
を
第
四
十
八
条
と
し
、
第
四
十
六
条
を
第
四
十

七
条
と
す
る
。

●

第
四
十
五
条
各
号
中
「
指
定
管
理
者
」
を
「
指
定
管
理
者
又
は
知
事
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十

六
条
と
し
、
第
四
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
知
事
に
よ
る
管
理
）

第
四
十
五
条
　
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の
が

な
い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め

て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又

は
当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
五
条
に
規
定
す
る
特
定
公
共
賃
貸
住

宅
及
び
共
同
施
設
の
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
及
び
共
同
設
備
の
管
理
の
業
務
を
行
う
場
合

に
お
け
る
当
該
知
事
が
行
う
業
務
に
つ
い
て
の
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
、
第
十
条
か
ら
第
十
三

条
ま
で
、
第
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
六
条
第
四
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十

五
条
、
第
二
十
七
条
た
だ
し
書
、
第
二
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
同
条
第
二
項
、
第
二
十
九

条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
、
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
第

一
項
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に

第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
二
十
一
条
第
一
項
を
除

く
。）
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
」
と
、
第
十
六
条
第
四
項
中
「
知
事
が
そ
の
日
」

と
あ
る
の
は
「
そ
の
日
」
と
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
県
又
は
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は

「
県
」
と
す
る
。

（
山
梨
県
立
聴
覚
障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条
　
山
梨
県
立
聴
覚
障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
九
年
山
梨
県
条
例

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
三
号
中
「
ま
で
」
の
下
に
「
の
日
」
を
加
え
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
承
認
し
な
い
」
を
「
同
項
の
承
認
を
し
な
い
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
二
条
中
「
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

●

第
十
一
条
中
「
、
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
、
第
八
条
第
一
項
（
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
承
認
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
並
び
に
別
表
に
お
い

て
「
利
用
承
認
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
が
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
又
は

知
事
が
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
が
第
九
条
」
を
「
又
は
知
事
が
第
九
条
（
前
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
、「
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を

「
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
知
事
に
よ
る
管
理
）

第
十
一
条
　
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の
が
な

い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四

条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て

管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は

当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
四
条
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
の
管
理
の

業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
六
条
第
二
項
及
び
第
七
条
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、「
知
事
は
、
特

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

●
３

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
セ
ン
タ
ー
の
会
議
室
の
利
用
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
け
る

第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る

の
は
「
知
事
」
と
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

該
利
用
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●
４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
後
指
定
管
理
者
が
当

該
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
、「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
に
つ
い
て
知
事
の
承
認

を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

（
山
梨
県
立
介
護
実
習
普
及
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条
　
山
梨
県
立
介
護
実
習
普
及
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
九
年
山
梨
県
条
例
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
ま
で
」
の
下
に
「
の
日
」
を
加
え
る
。

第
九
条
を
第
十
条
と
し
、
第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
知
事
に
よ
る
管
理
）

●
第
九
条
　
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の
が
な
い

と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条

の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て
管

理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は
当

該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
四
条
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
の
管
理
の
業

務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
六
条
第
二
項
及
び
第
七
条
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
一
号
　
　
平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日

一
五



こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、「
知
事
は
、
特

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

（
山
梨
県
立
リ
ニ
ア
見
学
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条
　
山
梨
県
立
リ
ニ
ア
見
学
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
九
年
山
梨
県
条
例
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
三
号
中
「
ま
で
」
の
下
に
「
の
日
」
を
加
え
る
。

●

第
八
条
第
二
項
中
「
承
認
し
な
い
」
を
「
同
項
の
承
認
を
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削

る
。第

十
条
第
二
項
中
「
前
項
の
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

同
条
第
一
項
中
「
体
験
学
習
施
設
を
利
用
す
る
者
が
納
付
す
る
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

●
●

第
八
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
体
験
学
習

施
設
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
知
事
に
よ
る
管
理
）

第
十
四
条
　
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の
が
な

い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四

条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て

管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は

当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
四
条
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
の
管
理
の

業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
六
条
第
二
項
及
び
第
七
条
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、「
知
事
は
、
特

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

●
３

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
体
験
学
習
施
設
の
利
用
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
け
る
第
八

条
及
び
第
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は

「
知
事
」
と
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
利

用
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●
４

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
利
用
料
金
の
収
受
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
い
て
、
第
八
条
第
一
項

の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い

て
知
事
が
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
対
し
既
に
納
付
し
た
利
用
料
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
利
用

料
金
は
、
使
用
料
と
み
な
す
。

●
５

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
十
一
条
、
第
十
二
条
及
び
別
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十

一
条
中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ

る
の
は
「
知
事
」
と
、
第
十
二
条
中
「
指
定
管
理
者
は
、
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
利
用
料
金
」

と
あ
る
の
は
「
知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
」
と
、
同
表
中
「
利

用
料
金
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
の
限
度
額
」
と
す
る
。

●
６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
後
指
定
管
理
者
が
当

該
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
八
条
第
一
項
及
び
第
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

利
用
に
つ
い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
第
十
条
第
一
項

中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
に
つ
い
て
第
十

四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
納
付
し
た
使
用
料
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
使
用
料
は
、
利
用
料

金
と
み
な
す
」
と
す
る
。

別
表
中
「
第
十
条
関
係
」
を
「
第
十
条
、
第
十
四
条
関
係
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条
　
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
九
年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
五
十
四
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
六
章
中
第
五
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
知
事
に
よ
る
管
理
）

●
第
五
十
四
条
の
二
　
第
五
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る

も
の
が
な
い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二

百
四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間

を
定
め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定

し
、
又
は
当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
準
特

定
優
良
賃
貸
住
宅
の
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
準
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
管
理
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当

該
知
事
が
行
う
業
務
に
つ
い
て
の
第
五
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
み
替
え
る
字
句

適
用
せ
ず
、
第
四
条
第
一
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
適
用
せ
ず
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第
八
条
第
二
項
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
　
第
十
四
条
、
第
十
七
条
第
一
項

条
、
第
十
一
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
十
二
条
、

第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
四
条
、
第
十
七

条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三

項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
五
条
た
だ
し
書
、
第
二
十

六
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
同
条
第
二
項

第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
　
第
二
十
九
条
第
二
項

、
第
三
十
二
条

第
三
十
九
条
、
第
四
十
条
（
第
二
項
を
除
く
。
）
、
第
　
第
三
十
九
条

五
十
五
条
、
第
五
十
七
条
第
二
項
、
第
五
十
八
条
、
第

五
十
九
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
六
十
三
条
（
第

二
項
を
除
く
。）

並
び
に
第
六
十
七
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
及
び
第
六
十
七
条

第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
、
第
八
条
第
二
項
、
第
九
条
　
第
五
条
第
三
号

第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
条
、
第
十
一
条
（
第
一
項

を
除
く
。
）
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第

三
項
、
第
十
七
条
第
四
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
五

条
た
だ
し
書
、
第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
同

条
第
二
項
、
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十

二
条
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
条
第
一
項
、
第

五
十
五
条
、
第
五
十
七
条
第
二
項
、
第
五
十
八
条
、
第

五
十
九
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
並
び
に
第
六
十
三
条

第
一
項
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と

、
第
五
条
第
三
号

指
定
管
理
者
が
入
居
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
事
が
入
居
者

と
、
同
条
第
四
項
中
「
そ
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
　
と

が
そ
の
日
」
と
、
第
十
九
条
第
一
項
中
「
県
の
」
と
あ

る
の
は
「
県
又
は
指
定
管
理
者
の
」
と
、
同
条
第
三
項

及
び
第
三
十
四
条
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
又

は
指
定
管
理
者
」
と

第
三
十
九
条
中
「
知
事
に
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
　
第
三
十
九
条
中

者
に
」
と
、

と
、
第
四
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
六
十
三
　
と

条
第
三
項
中
「
知
事
は
、
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
は
、

指
定
管
理
者
が
」
と

（
山
梨
県
立
フ
ラ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条
　
山
梨
県
立
フ
ラ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
十
年
山
梨
県
条
例
第
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

●

第
八
条
第
二
項
中
「
承
認
し
な
い
」
を
「
同
項
の
承
認
を
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削

る
。

●

第
十
条
第
二
項
中
「
前
項
の
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

同
条
第
一
項
中
「
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者
が
納
付
す
る
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

●
●

第
八
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
セ
ン
タ
ー

の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
知
事
に
よ
る
管
理
）

第
十
四
条
　
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の
が
な

い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四

条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て

管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は

当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
四
条
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
の
管
理
の

業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
六
条
第
二
項
及
び
第
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、「
知
事
は
、
特
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

●
３

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
セ
ン
タ
ー
の
利
用
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
け
る
第
八
条
及

び
第
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
知
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事
」
と
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
に

つ
い
て
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●
４

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
利
用
料
金
の
収
受
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
い
て
、
第
八
条
第
一
項

の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い

て
知
事
が
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
対
し
既
に
納
付
し
た
利
用
料
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
利
用

料
金
は
、
使
用
料
と
み
な
す
。

●
５

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
十
一
条
、
第
十
二
条
及
び
別
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十

一
条
中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ

る
の
は
「
知
事
」
と
、
第
十
二
条
中
「
指
定
管
理
者
は
、
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
利
用
料
金
」

と
あ
る
の
は
「
知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
」
と
、
同
表
中
「
利

用
料
金
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
の
限
度
額
」
と
、「
定
期
利
用
料
金
限
度
額
」
と
あ
る

の
は
「
定
期
使
用
料
の
限
度
額
」
と
、
同
表
備
考
中
「
定
期
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
定
期
使

用
料
」
と
す
る
。

●
６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
後
指
定
管
理
者
が
当

該
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
八
条
第
一
項
及
び
第
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

利
用
に
つ
い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
第
十
条
第
一
項

中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
に
つ
い
て
第
十

四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
納
付
し
た
使
用
料
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
使
用
料
は
、
利
用
料

金
と
み
な
す
」
と
す
る
。

別
表
中
「
第
十
条
関
係
」
を
「
第
十
条
、
第
十
四
条
関
係
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
科
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条
　
山
梨
県
立
科
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
十
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
三
号
中
「
ま
で
」
の
下
に
「
の
日
」
を
加
え
る
。

●

第
八
条
第
二
項
中
「
承
認
し
な
い
」
を
「
同
項
の
承
認
を
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

●
３

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め

る
と
き
は
、
当
該
承
認
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

第
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

●
２

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
観
覧
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
前
条
第
二
項
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
承
認
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。

●
３

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
前
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
承
認
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

第
十
条
を
削
る
。

●

第
十
一
条
第
二
項
中
「
前
項
の
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と

し
、
同
条
第
一
項
中
「
科
学
館
を
利
用
す
る
者
が
納
付
す
る
入
館
料
」
を
「
入
館
料
」
に
改
め
、

「
以
下
」
の
下
に
「
こ
れ
ら
を
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
及
び
第
二

項
と
し
て
次
の
二
項
を
加
え
る
。

●

第
八
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
科
学
館
の

入
館
に
係
る
料
金
（
以
下
「
入
館
料
」
と
い
う
。）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●
２

前
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
入
館
料
の
ほ
か
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
当
該
承
認
に

係
る
科
学
館
の
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
若
し
く
は
映
画
の
投
影
又
は
特
別
の
企
画
に
よ
る
展
示
の
観
覧

に
係
る
料
金
（
以
下
「
観
覧
料
」
と
い
う
。）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●

第
十
一
条
を
第
十
条
と
し
、
第
十
二
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十

四
条
を
第
十
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
教
育
委
員
会
に
よ
る
管
理
）

第
十
四
条
　
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委
員
会
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も

の
が
な
い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百

四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を

定
め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、

又
は
当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
四
条
に
規
定
す
る
科
学
館
の
管
理

の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
六
条
第
二
項
及
び
第
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
は
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、「
教
育
委

員
会
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

●
３

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
科
学
館
の
入
館
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限

る
。）
に
お
け
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は

「
教
育
委
員
会
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

該
入
館
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●
４

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
科
学
館
の
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
若
し
く
は
映
画
の

投
影
又
は
特
別
の
企
画
に
よ
る
展
示
の
観
覧
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
け
る
同

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
委
員
会
」
と
、

同
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
観
覧
に
つ
い
て
指
定
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管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●
５

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
利
用
料
金
の
収
受
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
い
て
、
第
八
条
第
一
項

又
は
第
九
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
一
及
び

別
表
第
二
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
知
事
が
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
対
し

既
に
納
付
し
た
利
用
料
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
利
用
料
金
は
、
使
用
料
と
み
な
す
。

●
６

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
中

「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は

「
知
事
」
と
、
第
十
二
条
中
「
指
定
管
理
者
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
利
用
料

金
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
」
と
す
る
。

●
７

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
後
指
定
管
理

者
が
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
並
び
に

第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と

あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
入
館
に
つ
い
て
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
第
九
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
観
覧
に
つ
い
て
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」

と
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
承
認
に
つ
い
て
第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
納
付
し
た
使
用
料
が
あ
る
と

き
は
、
当
該
使
用
料
は
、
利
用
料
金
と
み
な
す
」
と
す
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
中
「
第
十
一
条
関
係
」
を
「
第
十
条
、
第
十
四
条
関
係
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
富
士
湧
水
の
里
水
族
館
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条
　
山
梨
県
立
富
士
湧
水
の
里
水
族
館
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
条
例
第

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

●

第
九
条
第
二
項
中
「
承
認
し
な
い
」
を
「
同
項
の
承
認
を
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削

る
。

●

第
十
一
条
第
二
項
中
「
前
項
の
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

し
、
同
条
第
一
項
中
「
水
族
館
を
利
用
す
る
者
が
納
付
す
る
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

●
●

第
九
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
水
族
館
の

利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
知
事
に
よ
る
管
理
）

第
十
五
条
　
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の
が
な

い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四

条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て

管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は

当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
五
条
に
規
定
す
る
水
族
館
の
管
理
の
業

務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、「
知
事
は
、
特
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

●
３

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
水
族
館
の
利
用
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
け
る
第
九
条
及
び

第
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
」

と
、
第
九
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
に
つ
い

て
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●
４

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
利
用
料
金
の
収
受
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
い
て
、
第
九
条
第
一
項

の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お

い
て
知
事
が
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
対
し
既
に
納
付
し
た
利
用
料
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
利

用
料
金
は
、
使
用
料
と
み
な
す
。

●
５

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
十
二
条
、
第
十
三
条
及
び
別
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十

二
条
中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ

る
の
は
「
知
事
」
と
、
第
十
三
条
中
「
指
定
管
理
者
は
、
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
利
用
料
金
」

と
あ
る
の
は
「
知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
」
と
、
同
表
中
「
利

用
料
金
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
の
限
度
額
」
と
、「
定
期
利
用
料
金
限
度
額
」
と
あ
る

の
は
「
定
期
使
用
料
の
限
度
額
」
と
、
同
表
備
考
中
「
定
期
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
定
期
使

用
料
」
と
す
る
。

●
６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
後
指
定
管
理
者
が
当

該
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

該
利
用
に
つ
い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
第
十
一
条
第

一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
に
つ
い
て

第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
納
付
し
た
使
用
料
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
使
用
料
は
、
利

用
料
金
と
み
な
す
」
と
す
る
。

別
表
中
「
第
十
一
条
関
係
」
を
「
第
十
一
条
、
第
十
五
条
関
係
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
一
号
　
　
平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日

一
九



（
山
梨
県
立
飯
田
野
球
場
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条
　
山
梨
県
立
飯
田
野
球
場
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
十
四
年
山
梨
県
条
例
第
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
ま
で
」
の
下
に
「
の
日
」
を
加
え
る
。

●

第
八
条
第
二
項
中
「
承
認
し
な
い
」
を
「
同
項
の
承
認
を
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削

る
。

●

第
十
条
第
二
項
中
「
前
項
の
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
、「
次
の
表
」
を
「
別
表
」
に
改

め
、
同
項
の
表
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
野
球
場
を
利
用
す
る
者
が

納
付
す
る
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と

し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

●
●

第
八
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
野
球
場
の

利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
五
条
中
「
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

●

第
十
四
条
中
「
、
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
、
第
八
条
第
一
項
（
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
承
認
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
利
用
承

認
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
が
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
又
は
教
育
委
員
会

が
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
が
第
九
条
」
を
「
又
は
教
育
委
員
会
が
第
九
条
（
前
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
、「
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」

を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
教
育
委
員
会
に
よ
る
管
理
）

第
十
四
条
　
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委
員
会
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も

の
が
な
い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百

四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を

定
め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、

又
は
当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
四
条
に
規
定
す
る
野
球
場
の
管
理

の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
六
条
第
二
項
及
び
第
七
条
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
は
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、「
教
育

委
員
会
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

●
３

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
野
球
場
の
利
用
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
け
る
第
八
条
及
び

第
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
教
育

委
員
会
」
と
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
利

用
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●
４

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
利
用
料
金
の
収
受
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
い
て
、
第
八
条
第
一
項

の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い

て
知
事
が
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
対
し
既
に
納
付
し
た
利
用
料
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
利
用

料
金
は
、
使
用
料
と
み
な
す
。

●
５

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
中

「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は

「
知
事
」
と
、
第
十
二
条
中
「
指
定
管
理
者
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
利
用
料

金
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
」
と
す
る
。

●
６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
後
指
定
管
理

者
が
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
八
条
第
一
項
及
び
第
十
条
第
一
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
利
用
に
つ
い
て
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
第

十
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
に

つ
い
て
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
納
付
し
た
使
用
料
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
使
用
料

は
、
利
用
料
金
と
み
な
す
」
と
す
る
。

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表
（
第
十
条
、
第
十
四
条
関
係
）

利
用
の
区
分
　
一
時
間
　
　
　
午
前
　
　
　
　
　
　
午
後
　
　
　
　
　
　
一
日

午
前
八
時
三
十
分

正
午
か
ら
午
後
五

午
前
八
時
三
十
分
か

か
ら
正
午
ま
で

時
三
十
分
ま
で

ら
午
後
五
時
三
十
分

ま
で

一
般

五
九
〇
円

一
、
八
九
〇
円

二
、
九
七
〇
円

四
、
二
三
〇
円

高
校
生
以
下

二
九
〇
円

九
三
〇
円

一
、
四
九
〇
円

二
、
一
一
〇
円

（
山
梨
県
立
八
ヶ
岳
牧
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条
　
山
梨
県
立
八
ヶ
岳
牧
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例

第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
一
号
　
　
平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日

二
〇



第
六
条
第
四
項
を
削
る
。

●

第
七
条
中
「
利
用
者
」
を
「
前
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
」
に
、「
前
条
第
一
項
の
」
を

「
当
該
」
に
改
め
る
。

●

第
八
条
第
二
項
中
「
前
項
の
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

同
条
第
一
項
中
「
利
用
者
が
納
付
す
る
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二

項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

●
●

第
六
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
牧
場
の
利

用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
知
事
に
よ
る
管
理
）

●
第
十
条
　
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の
が
な
い

と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条

の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て
管

理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は
当

該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
四
条
に
規
定
す
る
牧
場
の
管
理
の
業
務
の

全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止
を

命
じ
た
業
務
に
牧
場
の
利
用
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
け
る
第
六
条
及
び
第
七

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
」
と
、

第
六
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
に
つ
い
て
指

定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●
３

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
利
用
料
金
の
収
受
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
い
て
、
第
六
条
第
一
項

の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い

て
知
事
が
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
対
し
既
に
納
付
し
た
利
用
料
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
利
用

料
金
は
、
使
用
料
と
み
な
す
。

●
４

前
項
の
場
合
に
お
け
る
別
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の

は
「
使
用
料
」
と
、「
利
用
料
金
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
の
限
度
額
」
と
す
る
。

●
５

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
後
指
定
管
理
者
が
当

該
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

利
用
に
つ
い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
第
八
条
第
一
項

中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
に
つ
い
て
第
十

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
納
付
し
た
使
用
料
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
使
用
料
は
、
利
用
料
金

と
み
な
す
」
と
す
る
。

別
表
中
「
第
八
条
関
係
」
を
「
第
八
条
、
第
十
条
関
係
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
あ
ゆ
み
の
家
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条
　
山
梨
県
立
あ
ゆ
み
の
家
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

●

第
七
条
第
一
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
及
び
第
九
条
第
二
項
」
に
、「
法
第
二
十
九
条
第
三

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
及
び
同
条
第

一
項
の
特
定
費
用
の
額
を
基
礎
と
し
て
指
定
管
理
者
が
定
め
た
額
の
合
計
額
を
利
用
料
金
と
し
て
」

を
「
指
定
管
理
者
に
対
し
、
あ
ゆ
み
の
家
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。）

を
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
知
事
が
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

●
３

利
用
料
金
の
額
は
、
法
第
二
十
九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
と
同
条
第
一
項
の
特
定
費
用
の
額
を
基
礎
と
し
て
指
定
管
理
者

が
定
め
た
額
と
を
合
計
し
た
額
と
す
る
。

第
九
条
を
第
十
条
と
し
、
第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
知
事
に
よ
る
管
理
）

●
第
九
条
　
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の
が
な
い

と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条

の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て
管

理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は
当

該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
五
条
に
規
定
す
る
あ
ゆ
み
の
家
の
管
理
の

業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止
を

命
じ
た
業
務
に
利
用
料
金
の
収
受
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
い
て
、
あ
ゆ
み
の
家
を
利

用
し
た
者
は
、
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
十
九
条
第
三

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
と
同
条
第

一
項
の
特
定
費
用
の
額
を
基
礎
と
し
て
知
事
が
定
め
た
額
と
を
合
計
し
た
額
の
使
用
料
を
納
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●
３

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
七
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
一
項
」
と

あ
る
の
は
「
第
九
条
第
二
項
」
と
、「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
」
と
、「
規
則
で
定
め

る
場
合
は
、
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
、
使
用
料
」
と
す
る
。

（
山
梨
県
立
障
害
者
支
援
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条
　
山
梨
県
立
障
害
者
支
援
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
二
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
八
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号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

●

次
に
掲
げ
る
者
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
梨
の
実
寮
等
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用

料
金
」
と
い
う
。）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
第
二
項
中
「
前
項
の
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項

本
文
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

●
３

利
用
料
金
の
額
は
、
法
第
二
十
九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
と
同
条
第
一
項
の
特
定
費
用
の
額
を
基
礎
と
し
て
指
定
管
理
者

が
定
め
た
額
と
を
合
計
し
た
額
と
す
る
。

第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
知
事
に
よ
る
管
理
）

●
第
八
条
　
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の
が
な
い

と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条

の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て
管

理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は
当

該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
四
条
に
規
定
す
る
梨
の
実
寮
等
の
管
理
の

業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止
を

命
じ
た
業
務
に
利
用
料
金
の
収
受
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
い
て
、
第
六
条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
者
は
、
同
項
か
ら
同
条
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
十
九
条
第
三

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
と
同
条
第

一
項
の
特
定
費
用
の
額
を
基
礎
と
し
て
知
事
が
定
め
た
額
と
を
合
計
し
た
額
の
使
用
料
を
納
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●
３

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
六
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
一
項
」
と

あ
る
の
は
「
第
八
条
第
二
項
」
と
、「
指
定
管
理
者
は
、
知
事
が
同
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
知

事
は
、
第
六
条
第
一
項
各
号
」
と
、「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
す
る
。

（
山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条
　
山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
二
十
二
年
山
梨

県
条
例
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
ま
で
」
の
下
に
「
の
日
」
を
加
え
る
。

●

第
八
条
第
二
項
中
「
承
認
し
な
い
」
を
「
同
項
の
承
認
を
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削

る
。

●

第
九
条
中
「
利
用
者
が
前
条
第
二
項
各
号
」
を
「
前
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
同
条
第
二

項
各
号
」
に
、「
同
条
第
一
項
の
」
を
「
当
該
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
利
用
料

金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
利
用
者
が
納
付
す

る
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次

の
一
項
を
加
え
る
。

●
●

第
八
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
（
第
四
項
に
お
い
て
「
利
用
者
」
と
い
う
。）
は
、
指
定

管
理
者
に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い

う
。）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
三
条
中
「
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

●
●
第
十
二
条
中
「
、
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
、
第
八
条
第
一
項
（
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
承
認
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
利
用
承

認
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
が
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
又
は
知
事
が
利
用

承
認
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
が
第
九
条
」
を
「
又
は
知
事
が
第
九
条
（
前
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
、「
第
八
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」

に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
知
事
に
よ
る
管
理
）

第
十
二
条
　
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の
が
な

い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四

条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て

管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は

当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
四
条
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
の
管
理
の

業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
六
条
第
二
項
及
び
第
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、「
知
事
は
、
特
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

３

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
セ
ン
タ
ー
の
利
用
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
け
る
第
八
条
及

び
第
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
知

事
」
と
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
に

つ
い
て
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

４

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
利
用
料
金
の
収
受
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
い
て
、
第
八
条
第
一
項

の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
に
定
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め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
知
事
が
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
対
し
既
に
納
付
し
た
利
用
料
金
が

あ
る
と
き
は
、
当
該
利
用
料
金
は
、
使
用
料
と
み
な
す
。

●
５

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
十
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
四

項
中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る

の
は
「
知
事
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
指
定
管
理
者
は
、
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
利
用
料
金
」

と
あ
る
の
は
「
知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
」
と
す
る
。

●
６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
後
指
定
管
理
者
が
当

該
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
八
条
第
一
項
及
び
第
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

利
用
に
つ
い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
第
十
条
第
一
項

中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
に
つ
い
て
第
十

二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
納
付
し
た
使
用
料
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
使
用
料
は
、
利
用
料

金
と
み
な
す
」
と
す
る
。

別
表
中
「
第
十
条
関
係
」
を
「
第
十
条
、
第
十
二
条
関
係
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
富
士
北
麓
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条
　
山
梨
県
立
富
士
北
麓
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
二
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

●
２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の
が
な
い
と
き
、

指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第

十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て
管
理
の
業

務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は
当
該
停
止

の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
次
条
に
規
定
す
る
駐
車
場
の
管
理
の
業
務
の
全
部
又

は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
山
梨
県
立
図
書
館
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条
　
山
梨
県
立
図
書
館
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
二
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

●

第
十
一
条
第
二
項
中
「
承
認
し
な
い
」
を
「
同
項
の
承
認
を
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を

削
る
。

●

第
十
三
条
第
二
項
中
「
前
項
の
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

し
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
納
付
す
る
利
用
料
金
」
を
「
利
用

料
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

●
●
●
第
十
一
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
図
書
館

の
イ
ベ
ン
ト
ス
ペ
ー
ス
等
又
は
駐
車
場
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。）

を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

●

第
十
八
条
中
「
第
十
一
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す

る
。

●

第
十
七
条
中
「
、
第
十
一
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
、
第
十
一
条
第
一
項
（
前
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
承
認
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
利

用
承
認
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
が
第
十
一
条
第
一
項
の
承
認
」
を
「
又
は
教
育

委
員
会
が
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
が
第
十
二
条
」
を
「
又
は
教
育
委
員
会
が
第
十

二
条
（
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
、「
第
十
一
条
第

一
項
の
承
認
」
を
「
利
用
承
認
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条

を
加
え
る
。

（
教
育
委
員
会
に
よ
る
管
理
）

第
十
七
条
　
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委
員
会
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も

の
が
な
い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百

四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を

定
め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、

又
は
当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
七
条
に
規
定
す
る
図
書
館
の
管
理

の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
九
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
た
だ
し
書
並
び
に
第
十
条
第
四

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
は
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を

受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、「
教
育
委
員
会
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

●
３

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
図
書
館
の
イ
ベ
ン
ト
ス
ペ
ー
ス
等
又
は
駐
車
場
の
利
用
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と

き
に
限
る
。）
に
お
け
る
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
委
員
会
」
と
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」

と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●
４

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
利
用
料
金
の
収
受
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
一

項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に

お
い
て
知
事
が
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
対
し
既
に
納
付
し
た
利
用
料
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

利
用
料
金
は
、
使
用
料
と
み
な
す
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
一
号
　
　
平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日

二
三



●
５

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
十
四
条
、
第
十
五
条
及
び
別
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ら
の
規
定
中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、
第
十
四
条
た
だ
し
書
中
「
指
定
管
理

者
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
」
と
、
第
十
五
条
中
「
指
定
管
理
者
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る

場
合
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
と
す
る
。

●
６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
後
指
定
管
理

者
が
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
利
用
に
つ
い
て
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」

と
、
第
十
三
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
承
認
に
つ
い
て
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
納
付
し
た
使
用
料
が
あ
る
と
き
は
、
当

該
使
用
料
は
、
利
用
料
金
と
み
な
す
」
と
す
る
。

別
表
中
「
第
十
三
条
関
係
」
を
「
第
十
三
条
、
第
十
七
条
関
係
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条
　
山
梨
県
立
富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
二
十
七
年
山
梨
県

条
例
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

●

第
八
条
第
二
項
中
「
承
認
し
な
い
」
を
「
同
項
の
承
認
を
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削

る
。第

十
条
第
二
項
中
「
前
項
の
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

同
条
第
一
項
中
「
展
示
施
設
を
利
用
す
る
者
が
納
付
す
る
利
用
料
金
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

●
●

第
八
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
セ
ン
タ
ー

の
展
示
施
設
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
知
事
に
よ
る
管
理
）

第
十
四
条
　
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の
が
な

い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四

条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て

管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は

当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
四
条
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
の
管
理
の

業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

●
２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
六
条
第
二
項
及
び
第
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、「
知
事
は
、
特
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

●
３

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
展
示
施
設
の
利
用
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
け
る
第
八
条
及

び
第
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
知

事
」
と
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
に

つ
い
て
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

●
４

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止

を
命
じ
た
業
務
に
利
用
料
金
の
収
受
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。）
に
お
い
て
、
第
八
条
第
一
項

の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い

て
知
事
が
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
対
し
既
に
納
付
し
た
利
用
料
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
利
用

料
金
は
、
使
用
料
と
み
な
す
。

●
５

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
十
一
条
、
第
十
二
条
及
び
別
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十

一
条
中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ

る
の
は
「
知
事
」
と
、
第
十
二
条
中
「
指
定
管
理
者
は
、
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
利
用
料
金
」

と
あ
る
の
は
「
知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
」
と
、
同
表
中
「
利

用
料
金
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
の
限
度
額
」
と
す
る
。

●
６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
後
指
定
管
理
者
が
当

該
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
八
条
第
一
項
及
び
第
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

利
用
に
つ
い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
第
十
条
第
一
項

中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
に
つ
い
て
第
十

四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
納
付
し
た
使
用
料
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
使
用
料
は
、
利
用
料

金
と
み
な
す
」
と
す
る
。

別
表
中
「
第
十
条
関
係
」
を
「
第
十
条
、
第
十
四
条
関
係
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

山
梨
県
条
例
第
五
号

山
梨
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
一
号
　
　
平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日

二
四



附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
一
号
　
　
平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日

二
五



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
一
号
　
　
平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日

二
六


